
参議院名簿登載者（特定枠名簿登載者を除く）の行うことができる選挙運動（文書図画） 

【記載内容についての共通留意事項】 
① 所属する政党名での投票を依頼することも差し支えない。 

② 他の名簿登載者や選挙区選挙の候補者の選挙運動のための記載をすることはできない。 

③ ２人以上の候補者で共同使用することは可能であるが、枚数は各候補者ごとに計上し、証紙を貼付しなければならないものについては、各候補者の証紙を貼

らなければならない。（インターネット等を利用する方法により頒布する文書図画を共同使用する場合、表示義務や電子メールの送信先制限の要件は、名簿登

載者ごとに満たす必要がある） 

【記載内容等についての個別留意事項】 
項 目 規 格  • 数 量  等  記 載 事 項 等 使 用 方 法 等 

ビ ラ • 中央選挙管理会に届け出

た２種類以内  

• ２５万枚以内 

• 長さ 29.7cm、

幅 21.0cm 以内 

 

 

 

 

 

 

 

法１４２①ⅰのⅱ・⑧ 

①以下の事項を必ず記載しなければならない。 

ⅰ頒布責任者及び印刷者の氏名（法人にあっては名称）

及び住所 

ⅱ名簿届出政党等の名称及び選挙運動用ビラである旨

を表示する記号 

例：参比 ○○党 名簿登載者名 届出ビラ第△号 

 

② 中央選挙管理会の交付する証紙を必ず貼付しなければ

ならない。 

 

 

 

法１４２⑦⑨ 

①以下のⅰ～ⅲの方法でのみ頒布が可能 

ⅰ新聞折込み 

ⅱ名簿登載者の選挙事務所内、個人演説会の会場内

又は街頭演説の場所 

ⅲ名簿登載者に係る名簿届出政党等の選挙事務所内 

②郵送によったり、戸別に訪問して配るとか、道路や

電車の中で偶然出会った知人等に配ることはできな

い。 

③一度頒布されたビラを回収し、再度頒布することは

できない。 

④共同使用の場合①ⅱの方法による頒布が制限を受け

ることとなるので注意されたい。 

法１４２⑥、令１０９の６ 

通 常 葉 書 • １５万枚以内 

• 長辺 14 ～ 15.4cm、

短辺 9 ～ 10.7cm 
 

法１４２①ⅰのⅱ 

①必要的記載事項なし 

②選挙用の表示を受ける必要あり 

③葉書に候補者の写真を掲載することは可。 

 

法１４２⑤、令１０９の５ 

①必ず郵送しなければならず、使送や、路上等で選挙

人に手渡す等の方法で配ることはできない。 

② 葉書の宛先に関し「○○会社御中」「○○会社△△

課一同」と記載することはできない。なお、夫婦に

対して連名で出すことは差し支えない。 

インターネット

等 を 利 用 す る

方法 

※特 定 枠 名 簿

登載者も可能 
 

 

な し 

• ウェブサイト等：メールアドレス等の表示義務 

• 電子メール：氏名•メールアドレス等の表示義務 

 

法１４２の３③・１４２の４⑦ 

• 電子メールは送信制限あり 

 

 

法１４２の４② 

 
 



項 目 

ポ ス タ ー 

規 格  • 数 量  等  

• 届出義務、種類制限なし 

記 載 事 項 等 

①以下の事項を必ず記載しなければならない。 

使 用 方 法 等 

①公営のポスター掲示場は設けられない。 

（下記のもの • ７万枚以内 ⅰ掲示責任者及び印刷者の氏名（法人にあっては名称） ②国及び地方公共団体が所有•管理するもの（橋りょ 

を除く。） • 長さ 42cm、幅 30cm 以内 

 

 

 

 

 

法１４３①ⅴ 

１４４①ⅱのⅱ・④ 

及び住所 

ⅱ名簿届出政党等の名称 

② 中央選挙管理会の交付する証紙を必ず貼付しなければ

ならない。 

 

 

 

法１４４②⑤ 

う、電柱、公営住宅、地方公共団体の管理する食堂、浴

場を除く。）、不在者投票管理者の管理する投票を

記載する場所には掲示できない。 

③他人の工作物に掲示する際は、その居住者等の承諾

を得なければならない。 

④当該ポスターをベニヤ板で裏打ちして掲示すること

も可能である。 

法１４５①② 

選 ポスター、

挙 立札、看板

事 の類 

務 ちょうちん

所 の類 

用 

自 ポスター、

動 立札、看板

車 の類 

船 ちょうちん

舶 の類 

用 

•  ３以内 

•  縦 350cm、横 100cm 以内 

法１４３①ⅰ⑦⑨ 

•  １個 

•  高さ 85cm、直径 45cm 

以内 法１４３①ⅰ⑩ 

•  数量制限なし 

•  縦 273cm、横 73cm 以内 

法１４３①ⅱ⑨ 

•  １個 

•  高さ 85cm、直径 45cm 

以内 法１４３①ⅱ⑩ 

• 名簿登載者個人の選挙事務所である旨の表示が主とな

ること（付随的に政見等を記載したり、候補者の写真等

を貼り付けることは差し支えない）。 法１４３①ⅰ 

• 名簿登載者個人の選挙事務所である旨の表示が主とな

ること（付随的に政見等を記載したり、候補者の写真等

を貼り付けることは差し支えない）。 法１４３①ⅰ 

①必要的記載事項なし 

② 車体に直接記載することも可能であるが、この場合、

規格内の枠を設けて行う必要あり。 

•  必要的記載事項なし 

•  選挙事務所の所在場所に限られる。 

 

 

•  選挙事務所の所在場所に限られる。 

 

 

法１４３①ⅰ 

 

 

法１４３①ⅰ 

ポスター、

個 立札、看板

人 の類 

演

説 

会 ちょうちん

場 の類 

用 

•  会場内は数量制限なし 

•  会場外は通じて２以内 

•  縦 273cm、横 73cm 以内 

（屋内の会場内は制限なし） 

法１４３①ⅳ⑧⑨ 

•  会場の内外通じて１個 

•  高さ 85cm、直径 45cm 

以内 

法１４３①ⅳ⑩ 

•  以下の事項を必ず記載しなければならない。 

ⅰ掲示責任者の氏名及び住所 

ⅱ名簿届出政党等の名称 

 

 

•  以下の事項を必ず記載しなければならない。 

ⅰ掲示責任者の氏名及び住所 

ⅱ名簿届出政党等の名称 

 

 

 

 

令１１０ 

 

 

 

令１１０ 

•  演説会開催中のみ掲示可能。会場外の掲示は、会場

の一部である場所にのみ掲示が可能。全く掲示しな

くてもよい。 

•  屋内の会場内は映写等の類が可能 

法１４３①ⅳ・ⅳのⅱ 

•  演説会開催中のみ掲示可能。会場外の掲示は、会場

の一部である場所にのみ掲示が可能。全く掲示しな

くてもよい。 

法１４３①ⅳ 
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